
 

東海市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについて 

 

１ 見直しの背景 

東海市子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て関連３法に基づき、幼児

期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくため、平

成２７年３月に策定しました。 

この計画は、平成２７年度から３１年度の５か年を計画期間としており、中間年

（平成２９年度）を目安として、必要な場合には計画の見直しを行うこととなって

います。 

平成２７年度、２８年度の保育園等の実際の利用状況と、計画の量の見込（計画

策定時に行ったアンケート調査等から算出）を比較すると、かい離が生じている事

業や、施設の整備等により確保方策に変更が生じている事業があるため、平成２９

年度に計画の見直しを行うこととしました。 

 

２ 見直しの年度 

  平成３０年度及び平成３１年度分について、見直しを行いました。 

 

３ 見直しの経過 

学識経験者、公募市民、子ども・子育て関係者等で構成される「東海市子ども・

子育て支援会議」において、平成２９年度に内容について審議を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 見直しの内容 

  子どもの人口の推計、教育・保育の量の見込と確保方策及び地域子ども・子育て

支援事業の量の見込と確保方策について次のとおり修正しました。 

変更箇所 

（該当ページ） 
変更の内容 経緯・理由 

子どもの人口の推移

と推計（P.8） 

平成 30年、平成 31年

の 4月 1日現在の子ども

の人口の推計値を変更

した。 

平成 27年、平成 28年の 4 月 1日現在の子どもの

人口の実績値と推計値を比較すると、推計児童数に

かい離が生じていることから、実績をベースに平成

30年以降の子どもの人口を見直した。 

教育・保育の量の見込

みと確保方策（P.63） 

国の基本指針に基づ

き、教育・保育の量の見

込みの見直しを行うと

ともに、確保方策の数値

を変更した。 

宅地開発等により、計画の推計児童数と比較し児

童数が増えるとともに、女性の就業率の向上や保育

所の入所要件の緩和により、３号のニーズが当初計

画で想定していた数値を上回ることとなった。 

 確保方策については、認定こども園、小規模保育

事業、企業主導型保育事業での受入を新たに確保方

策として位置づけた。また、私立幼稚園の新制度に

移行する時期が見込みより先となったため、１号の

提供量を、特定教育・保育施設から確認を受けない

幼稚園に記載し直した。 

延長保育事業（P.64） 

平成 30 年度以降の量

の見込みを上方修正す

るとともに、確保方策に

ついても上方修正した。 

平成 27年度～平成 28年度の利用実績が当初計画

を上回っていることから、実績をベースに 30 年度

以降の量の見込みを見直した。また、新たに実施場

所を確保し提供体制が整うことから、確保の内容に

ついても見直した。 

放課後児童健全育成

事業（放課後児童クラ

ブ）（P.65） 

平成 30 年度以降の確

保方策を上方修正した。 

新たに実施場所を確保し提供体制が整ったこと

から、確保の内容について見直した。 

子育て短期支援事業 

（P.66） 

 平成 30 年度以降の確

保方策を上方修正した。 

 新たに実施場所を確保し提供体制が整ったこと

から、確保の内容について見直した。 

資料１ 

 資料１ 



 

変更箇所 

（該当ページ） 
変更の内容 経緯・理由 

地域子育て支援拠点

事業（P.67） 

 平成 30 年度以降の量

の見込みを上方修正し

た。 

 平成27年度～平成 28年度の利用実績が当初計画

を上回っていることから、実績をベースに 30 年度

以降の量の見込みを見直した。 

病児・病後児保育事業

（P.71） 

 平成 30 年度以降の確

保方策を上方修正した。 

 定員の考え方を変更したことから、確保の内容に

ついて見直した。 

ファミリー・サポー

ト・センター事業（就

学児童）（P.72） 

 平成 30 年度以降の量

の見込みを上方修正し

た。 

 平成 28 年度の利用実績が当初計画を上回ってい

ることから、実績をベースに 30 年度以降の量の見

込みを見直した。 

利 用 者 支 援 事 業

（P.73） 

 母子保健型の保健施

設を追加し、平成 30 年

度以降の確保方策を上

方修正した。 

 計画策定後に制度化され、平成 28 年度から開始

した母子保健型について上乗せを行った。 

養育支援訪問事業

（P.76） 

平成 30 年度以降の量の

見込みを上方修正した。 

 平成 27年度～平成 28年度の利用実績が当初計画

を上回っていることから、実績をベースに 30 年度

以降の量の見込みを見直した。 
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（２）子どもの人口の推移と推計 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

０歳～５歳の子どもの人口は、実績では増減がありますが、平成２５年をピークに減

少に転じていくものと見込まれます。 

年齢別でみると、すべての年齢が概ね１,０００人から１,２００人の間で推移するもの

と見込まれます。 
 

【 子どもの人口の推移と推計 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 
 

 推計人口は住民基本台帳を元に計算したもの。 
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【平成３０年度】 

 

１号 ２号 ３号 

３歳以上 
教育希望 

３歳以上 
保育が必要 １・２歳 

保育が必要 
０歳 

保育が必要 教育希望 
が強い 

左記以外 

見込み量 １,５７７人 ２７４人 １,４４４人 ９１２人 １８０人 

提
供
量 

特定教育・ 

保育施設 

保育園、幼稚園、 

認定こども園 
－ １,９８４人 ８６９人 １７２人 

確認を受け

ない幼稚園 
上記に該当しない １,８４６人 － － － 

特定地域型

保育事業 

小規模、家庭的、

居宅訪問型、事業

所内保育 

－ － ３９人 １８人 

企業主導型保育事業（地域枠） － － １２人 ５人 

合計 １,８４６人 １,９８４人 ９２０人 １９５人 

過不足分（提供量－見込み量） ２６９人 ２６６人 ８人 １５人 

 
 

 
 
 
 

【平成３１年度】 

 

１号 ２号 ３号 

３歳以上 
教育希望 

３歳以上 
保育が必要 １・２歳 

保育が必要 
０歳 

保育が必要 教育希望 
が強い 

左記以外 

見込み量 １,５４９人 ２６９人 １,４２３人 ９６１人 １９５人 

提
供
量 

特定教育・ 

保育施設 

保育園、幼稚園、 

認定こども園 
－ １,９８４人 ８６９人 １７２人 

確認を受け

ない幼稚園 
上記に該当しない １,８４６人 － － － 

特定地域型

保育事業 

小規模、家庭的、

居宅訪問型、事業

所内保育 

－ － ９７人 ３６人 

企業主導型保育事業（地域枠） － － １２人 ５人 

合計 １,８４６人 １,９８４人 ９７８人 ２１３人 

過不足分（提供量－見込み量） ２９７人 ２９２人 １７人 １８人 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（１）延長保育事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

保育認定を受けた児童について、保育園等で通常の保育時間を超えて延長して保育を

実施する事業です。 

 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

利 用 者 数 ２４６人 ２８３人 ２９０人 ３０８人 ３７５人 

実 施 箇 所 数 １８か所 １８か所 １８か所 １８か所 １８か所 

 

利用者数は、保育時間７時３０分から１９時までの実利用者数 

 

 

【アンケート等から捉えた現状と問題点】 

平日に利用している定期的な教育保育事業では、「１８時台」から「１９時台」の利用

終了時間の割合は１７.６％となっています。一方で、「１８時台」から「１９時台」の

利用終了時間を希望する割合は１２.８％となっていることから、延長保育事業について

の潜在的なニーズはあまりないことがわかります。 

 

 

【今後の方向性】 

延長保育事業対応のために保育士の配置をすることで、保育園の実利用定員分の提供

が可能であるため、長時間保育が子どもの負担にならないよう配慮しながら、延長保育

を行います。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

見 込 み 量 ４０１人 ３９２人 ３８５人 ９４６人 ９４６人 

実 施 箇 所 数 １８か所 １８か所 １８か所 ２３か所 ２５か所 

提 供 量 ４０１人 ３９２人 ３８５人 ９４６人 ９４６人 

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 
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（２）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に、授業

が終わった後の遊びや生活の場などを提供し、指導員の活動支援のもと児童の健全育成

を図る事業です。 

 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

１～３年生（市） ４３５人 ４３１人 ４４４人 ４５７人 ５２３人 

１～３年生（民間） ４１人 ３０人 ３６人 ３０人 ２９人 

計 ４７６人 ４６１人 ４８０人 ４８７人 ５５２人 

４～６年生（民間） ２１人 ２５人 ２０人 ２２人 １８人 

 

１日あたりの平均利用者数 

 

【アンケート等から捉えた現状と問題点】 

低学年の放課後児童クラブの利用終了時刻に対する希望は、就学児調査で「１８時以

降」の割合が２９.２％と最も高く、次いで「１７時台」の割合が２３.６％となっていま

す。また、高学年の放課後児童クラブの利用終了時刻に対する希望は、就学児調査で「１

８時以降」の割合が７０.６％、「１７時台」の割合が１７.６％となっており、「１８時以

降」まで利用できる環境を求めるニーズが高いことがわかります。 
 

【今後の方向性】 

子どもが安心・安全に過ごすことができるよう、新制度における基準を満たした質の

向上に努め、事業内容の充実を図ります。また、本市が運営する事業においては、平成

２７年度から対象学年を６年生まで広げて実施します。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

見 込 み 量 
（ １ ～ ３ 年 ） ７８２人 ７９０人 ７９２人 ８０７人 ８１７人 

見 込 み 量 
（ ４ ～ ６ 年 ） １４５人 １４４人 １４４人 １５０人 １５０人 

計 ９２７人 ９３４人 ９３６人 ９５７人 ９６７人 

実 施 箇 所 数 １４か所 １４か所 １４か所 １５か所 １５か所 

提 供 量 １,１５８人 １,１５８人 １,１５８人 １,１６３人 １,１６３人 

過 不 足 
（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） ２３１人 ２２４人 ２２２人 ２０６人 １９６人 
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（３）子育て短期支援事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

保護者の疾病や仕事などにより、家庭における養育が一時的に困難になった児童につ

いて、施設で必要な養育を行う事業で、短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）

と夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）があります。 

 
（年間） 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

利 用 者 数 ４５人 ４７人 ０人 ８人 １９人 

実 施 箇 所 数 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 

 

利用者数は年間の延べ利用者数 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

「この１年間に、冠婚葬祭、家族の病気などの保護者の用事により、子どもを「泊り

がけで」家族以外にみてもらわないといけないことはあったか」の質問で、「あった人」

のうちの１年間の対処方法は、「親族・知人にみてもらった（同居している場合も含む）」

の割合が７９.６％と最も高くなっている中で、「仕方なく子どもを同行させた」の割合

が１８.４％となっており、家庭において養育を受けることが一時的に困難になった子ど

もが潜在的にいることがわかります。 

 

【今後の方向性】 

子育て家庭において、一時的に養育困難になった児童を施設で必要な養育を行う事業

であるため、ニーズは限られているものの、必要な事業であり、今後も引き続き実施し

ます。 

 

 

（年間） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

見 込 み 量 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

実 施 箇 所 数 ４か所 ４か所 ４か所 ５か所 ５か所 

提 供 量 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 
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（４）地域子育て支援拠点事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

（月平均） 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

子育て支援センター

利 用 者 数 
２,５１４人 ２,５０３人 ４,７３６人 ５,０２８人 ４,８４４人 

実 施 箇 所 数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

 
利用者数は０歳～２歳児の月間延べ利用者数 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

「現在、地域子育て支援拠点事業（子育て広場、つどいの広場など）を利用していま

すか」の質問で、「地域子育て支援拠点事業（子育て広場、つどいの広場など）を利用し

ている」の割合が２５.９％、「その他市が実施している類似の事業を利用している」の

割合が６.８％となっています。 

「利用していない」の割合が６８.０％と高くなっていますが、子どもの成長に伴い「利

用していない」と回答している結果となっています。 

 

【今後の方向性】 

子育て支援センターでの子育てに関する相談、情報の提供、助言その他の援助を引き

続き実施します。また、子育て広場などを実施している児童館については、子ども・子

育て支援法における地域子育て支援拠点として位置づけ、地域の大人や若者が子どもの

成長を見守り、子育て支援ができるよう機能の充実を図ります。 

 

（月平均） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

見 込 み 量 ６,３４５人 ６,２１３人 ６,１０２人 ７，１７８人 ７，０１６人 

提

供

量 

子 育 て 支 援 

セ ン タ ー 
３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 

児 童 館 １４か所 １４か所 １４か所 １４か所 １４か所 
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（７）病児・病後児保育事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

病気や病気回復期の児童で、保護者の就労などの理由で、保護者が養育できない場合

に、児童を保育する事業です。 
 

（年間） 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

病後児保育事業

利 用 者 数 
１１人 １５人 ０人 １人 ７人 

実 施 箇 所 数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

 

利用者数は年間の延べ利用者数 

平成２５年度に民間による市外保育施設で病児保育を利用した人は６６人 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

「この１年間に、子どもが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことはあるか」

の質問について、「あった」が８３.７％となっています。その対処方法として、「母親が

休んだ」と６３.１％が回答していることから、多くの保護者は緊急的に家庭での養育を

実施していることがわかります。 

「父親が休んだ」、「母親が休んだ」を選んだ人で「できれば病児・病後児保育施設な

どを利用したい」との回答は３５.４％と潜在ニーズがあることがわかり、希望している

人の家庭環境などを踏まえた真のニーズを分析する必要があります。 
 

【今後の方向性】 

現在、病後児保育を実施しており、利用実績は少ないものの、アンケート調査結果か

ら潜在ニーズがみられます。平成２７年５月より、公立西知多総合病院の敷地内におい

て病児・病後児保育を実施します。 

なお、提供量の不足分につきましては、現に実施している市外の施設（医療機関など）

と調整を図るなど、円滑な事業実施に取り組みます。 
 

（年間） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

見 込 み 量 １,０９６人 １,０６９人 １,０５０人 １,０１８人 ９９４人 

実 施 箇 所 数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

提 供 量 ５３８人 ５８６人 ５８６人 ８７６人 ８７９人 

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
▲５５８人 ▲４８３人 ▲４６４人 ▲１４２人 ▲１１５人 
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（８）ファミリー・サポート・センター事業（就学児童） ● ● ● ● ● ● ● 

育児の援助を依頼したい人（依頼会員）と協力したい人（提供会員）が会員となって、

一時的に有償で子どもを自宅などで預かる相互援助活動組織です。依頼会員は小学校６

年生までの子どもを持つ保護者です。 
（年間） 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

依 頼 会 員 ５０３人 ５１７人 ５４１人 ５１１人 ５２１人 

援 助 会 員 １００人 １０５人 １１３人 １０６人 １１４人 

両 方 会 員 ８３人 ８６人 ９５人 ８６人 ７４人 

利 用 者 数 １,２８８人 １,１８１人 １,３７７人 ６１０人 ２６０人 

 

利用者数は年間の延べ利用者数 

両方会員とは、依頼会員と援助会員の両方を兼ねる人 

 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

ファミリー・サポート・センター事業の利用希望として、低学年は０.４％、高学年は

０.３％の割合と非常に少ないものになっているため、今後、事業を実施していく中で、

サービスが必要な人が利用できるよう努める必要があります。 

 

 

【今後の方向性】 

依頼会員については、様々な媒体や活動を通して周知を図り、援助会員については、

登録時における講習会の充実を図ることで、利用を促進します。 

 

（年間） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

見 込 み 量 ４４１人 ４３７人 ４３８人 ５０５人 ５０５人 

提 供 量 ２,２５６人 ２,２５６人 ２,２５６人 ２,２５６人 ２,２５６人 

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
１,８１５人 １,８１９人 １,８１８人 １,７５１人 １,７５１人 
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（９）利用者支援事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

一人ひとりの子どもが健やかに成長できる地域を実現するため、子ども及びその保護

者などが多様な教育・保育・保健施設や地域の子育て支援事業などを円滑に利用できる

よう、必要な支援を行います。 

具体的には次の業務を行います。 

① 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支

援などを行うことにより、教育・保育・保健施設や地域の子育て支援事業などを

円滑に利用できるよう支援します。 

② 教育・保育・保健施設や地域の子育て支援事業などを提供している関係機関との

連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、

地域課題の発見・共有に努めます。 

③ 本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広

報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図ります。 

④ その他事業を円滑にするために必要な諸業務を行う。子ども又はその保護者の居

住地など身近な場所で、教育・保育・保健施設や地域の子育て支援事業などの情

報提供及び必要に応じ相談・助言などを行うとともに、関係機関との連絡調整を

実施します。 

 

【現状と問題点】 

本市には子育てや子どもの発達に関することなど様々な相談窓口や教室があり、アン

ケート調査においても、それらの事業の認知及び利用状況、今後の利用希望など多様な

結果となっています。相談内容によって様々な窓口に出向く必要があり、子育てに関す

る総合的な相談窓口の設置が必要です。 
 

【今後の方向性】 

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うため、相談業務などを実

施する関係部署の現状を把握し、連携を強化するとともに、総合相談窓口を設置し、相

談しやすい利用者支援を実施します。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

見 込 み 箇 所 数 ０か所 １か所 １か所 ２か所 ２か所 

実 施 箇 所 数 ０か所 １か所 １か所 ２か所 ２か所 
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（12）養育支援訪問事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

養育困難な家庭、配慮が必要な家庭などに対して、養育に関する専門的な相談指導・

助言を行う保育士・助産師・保健師、家事援助などを行なうヘルパー・育児経験者など

の派遣を行います。また、出産前で特に支援が必要と認められる妊婦に対しても同様の

支援を行います。 

 

 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

訪 問 件 数 ３６件 １４６件 １２０件 ２６３件 ３４４件 

 

 

【現状と問題点】 

母子保健部門や教育部門、福祉部門などの関係機関との連携を強化し、早期に支援が

必要な家庭に継続的にスタッフが訪問導入できることが必要です。また、長期にわたっ

て支援が必要な場合が多く、訪問終了ができない状況です。 

 

 

【今後の方向性】 

今後も引き続き、保育士、ヘルパー、助産師、保健師又は育児経験者などの派遣を行

い、養育者の育児不安の軽減や定期的な支援により児童虐待の未然防止を図ります。 

 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

推 計 値 ３１２件 ３１２件 ３１２件 ４３３件 ４３３件 

実 施 体 制 

乳児家庭全戸訪問事業などにより、養育上、支援が必要な家庭には、保育士、

ヘルパー、助産師、保健師又は育児経験者などを派遣し、継続的な訪問を実

施している。 

 

 


